
 

 

消防地第 300 号   

平成 27 年 12 月 25 日  

 

各都道府県知事 殿 

 （消防防災担当課、税務担当課、人事担当課、大学担当課、市町村担当課扱い） 

 

各指定都市市長 殿 

 （消防防災担当課、人事担当課、大学担当課扱い） 

 

消 防 庁 長 官  

（公 印 省 略）  

 

第 27次消防審議会最終答申を踏まえた消防団を中核とした 

地域防災力の充実強化について（依頼） 

 

平成 25年 12月、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律（平成 25年

法律第 110号。以下「消防団等充実強化法」という。）が成立し、国及び地方公共団体は、

消防団への加入の促進、消防団員の処遇の改善、消防団の装備の改善、消防団員の教育

訓練の改善等に関して必要な措置を講ずることが義務付けられました。 

これを踏まえ、消防庁では、「消防団充実強化対策本部」を立ち上げるとともに、昨年

2月に第 27次消防審議会に対して、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化の在り方」

について諮問しました。同審議会においては、消防団等充実強化法の成立を踏まえた、

消防団の強化の在り方及び地域防災力の強化の進め方について調査審議が進められ、昨

年 7 月に消防団の基盤の強化のうち取組が特に急がれる事項を中心として、一定の結論

が得られた内容を中間答申として取りまとめられました。 

そして、中間答申及びその後の議論を踏まえ、去る 12 月 22 日に「消防団を中核とし

た地域防災力の充実強化の在り方に関する答申」（以下「最終答申」という。）が出され

ました（別添参照）。 

最終答申においては、国及び各地方公共団体その他の関係主体は、消防団の強化を図

るとともに、地域の防災に関する多様な主体の参画などによる地域における防災体制の

強化を図ることにより、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に総合的・計画的に

取り組むべきとされました。さらに、同答申では、消防団等充実強化法の基本理念に則

った国民運動の展開により地域防災の取組の輪を広げていくことが重要とされました。 



 

 

最終答申等を踏まえ、各都道府県知事におかれましては別紙１の事項について、各指

定都市市長におかれましては別紙２の事項について、取り組んでいただきますようお願

いします。また、各都道府県におかれましては、市町村（一部事務組合等を含む。）に対

して、別紙２の事項を周知していただくとともに、市町村における消防団の充実強化等

に向けた取組の促進のため、積極的に助言等を行っていただきますようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言

として発出するものであることを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：<消防審議会最終答申に関する事項> 

総務課課長補佐 橋本、事務官 高柳 

TEL：03-5253-7506 

<消防団等の充実強化に関する事項> 

地域防災室課長補佐 猪鼻、事務官 橋本 

TEL：03-5253-7561 



 

 
 

別紙１ 

【都道府県において取り組むべき事項】 

 

１ 事業者の消防団活動に対する理解の促進 

○ 被用者の消防団への加入の促進に当たっては、消防団員が被用者として所属する事業

者の理解が不可欠であることから、消防団協力事業所表示制度が設けられている。そし

て、消防団協力事業所の増加のためには、消防団協力事業所に対して効果的なメリット

を付与することが必要である。例えば、消防団協力事業所に対する法人事業税等の減税

措置が長野県及び静岡県で導入されており、さらに、岐阜県でも平成 28年 4月から減

税措置が実施される予定である。また、入札参加資格や総合評価方式における加点も 19

道県で実施されているところである。こうした取組を導入することについて検討するこ

と。 

 

２ 公務員の消防団への加入の促進  

○ 消防団等充実強化法において、公務員の消防団への加入の促進を図る観点から、公務

員の消防団員との兼職及び職務専念義務の免除に係る特例規定が設けられ、平成 26年 6

月 11日付け消防地第 46号通知により、地方公務員が消防団により加入しやすい環境を

作るため、兼職及び職務専念義務の免除に関して柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよ

う通知したところである。特に出先機関・支所等の職員の消防団への入団は、地域住民

との密着性の観点から非常に望ましい取組であり、こうした取組により、更なる消防団

への加入の促進を図ること。 

なお、報酬等の取扱いについては、平成 25年 10月 9日付け消防災第 372号通知を参

照されたい。 
 

３ 大学等の協力 

○ 市町村とも連携しながら、大学等に対して、消防団活動に参加する学生等に対して修

学上の配慮をすること、消防団活動を積極的に評価すること、大学のキャンパス内にお

ける学生消防（分）団を設置すること等について、大学等の自主性に配慮しつつ、具体

的な働きかけを行うこと。また、市町村が大学生等の就職活動時において消防団活動を

積極的に評価し、その実績を認証する学生消防団活動認証制度について、特に大学等が

管内に所在する市町村に導入を促すとともに、事業者に対してその取組を周知し、就職

活動において消防団活動が積極的に評価されるよう働きかけを行うこと。 

 

 



 

 

４ 広報啓発活動等の充実 

○ 消防団への加入の促進にあたっては、広く地域における消防団活動に対する理解を促

進することが重要であり、住民に向けた幅広い広報啓発活動の更なる取組を行うこと。

また、現在、最終答申にもある「消防団応援の店」など様々な取組が行われているが、

消防団活動を行うことによる誇りやメリットを実感できる取組についても検討するこ

と。 
○ 地域防災力の充実強化については、各界各層の理解が必要であり、各種の機会をとら

えて、消防団等充実強化法の趣旨を徹底するための広報など幅広い PR 活動等に取り組

むこと。 
 

  



 

 

別紙２ 

【市町村において取り組むべき事項】 

 

１ 地域の防災に関する事項 

（１）地域の防災に関する多様な主体の参画 

○ 最終答申では、多様な組織や住民等が地域防災力の在り方についての議論に参加し訓

練等を行うことで、従来の組織の枠を超えて、その地域ならではの防災に関する役割分

担や連携協力、協働がなされることが期待できるとされている。さらに、同答申では、

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条第 3 項に規定する「地区防災計画」

や消防団等充実強化法第 7条第 2項に規定する「具体的事業計画」の策定は、それぞれ

の地域の状況に応じた地域防災力の在り方について地域の防災に関わる組織や住民等

が参画・議論するための非常に有益な機会となり得るとされている。 
これらの計画の策定過程をはじめ地域防災について議論を行う際には、消防団や地域

の自主防災活動を担う自主防災組織、女性（婦人）防火クラブなどの多様な主体の参画

が進むよう取り組むこと。 
また、平成 27 年 4 月 1 日現在、地区防災計画の策定数は約 300 である。消防団等充

実強化法第 7条第 2項に基づき、これらの地区防災計画を定めた地区について、具体的

事業計画の策定に取り組むこと。 
 

（２）地域の防災に関する住民の理解の促進 

○ 最終答申では、地域の子どもを対象とした防災に関する学習に計画的に取り組むこと 
も重要であるとし、子どもの発達段階ごとに防災に関する行動の目標とそのためのプロ

グラムを用意するといった成果を上げている事例（東京消防庁の事例）を参考に、取組

を実施していくことが望ましいとされている。また、同答申では、防災に関する学習の

取組には地域住民や団体の参画が欠かせないとし、消防団、退職消防団員、女性（婦人）

防火クラブや自主防災組織などの参画を得ることが必要とされており、こうした地域ぐ

るみの取組について検討すること。 
○ 少年消防クラブについては、制度発足当初は火災予防の普及徹底を目的とした活動が 

実施されていたが、現在では実践的な活動を含む幅広い取組も行われている。 
最終答申では、将来の消防団員等の地域防災の担い手を育てる基盤的活動として、少 

年消防クラブ及び幼年消防クラブの活動の活性化等を通じて、地域防災に対する理解を

促進することが重要であるとされている。 
少年消防クラブ等の活動の活性化を進めるとともに、消防団による指導、消防団との 

共同活動などにより、クラブ員の消防団に対する理解の促進に取り組むこと。 



 

 

なお、消防庁においても少年消防クラブ交流会（全国大会）を開催し、全国のクラブ

との交流と技術の向上を図っているところである。 
 

（３）地域における防災分野への女性の参画の推進 

○ 最終答申では、地域における防災分野への生活者の多様な視点を反映する観点から、

女性の防災分野への参画を進めていくことが重要とされている。 
消防団、女性（婦人）防火クラブ、自主防災組織や NPO など防災分野に参画するた

めの多様な選択肢やそれらの多様な取組を広く周知し、消防防災分野全体への女性の参

画を進めること。 
なお、女性（婦人）防火クラブについては、制度発足当初は家庭から生ずる火災の発

生を予防するための予防啓発を目的とした活動が実施されていたが、現在では火災予防

のほかにも、地域防災に関する幅広い取組も行われているところであり、女性（婦人）

防火クラブの活動の活性化に取り組むこと。 
 

２ 消防団に関する事項 

（１）被用者の消防団への加入の促進  

○ 被用者の消防団への加入の促進に当たっては、消防団員が被用者として所属する事業

者の理解が不可欠であることから、消防団協力事業所表示制度が設けられている。平成

27年 4月 1日現在、11,446の事業所が市町村表示証の交付を受けており、その数は年々

増加している。他方、全市町村において消防団協力事業所表示制度が導入される必要が

あるが、同日現在、1,719市町村のうち 563 の市町村はいまだに制度を導入していない

状況である。これらの市町村においては、早急に同制度の導入を図ること。 

 また、消防団協力事業所の増加のためには、消防団協力事業所に対して効果的なメリ

ットを付与することが必要である。例えば、入札参加資格や総合評価方式における加点

も144市町村で実施されているところである。こうした取組を導入することについて検

討すること。また、市町村の広報の中で、消防団協力事業所となった事業所等を紹介す

る取組についても検討すること。 
○ 在勤者の入団について、平成26年11月28日付消防地第153号通知等により、条例上又

は運用上在勤者の入団を認めていない市町村に対し、在勤者の入団を認めるよう要請し

ているところであるが、平成27年9月1日現在、約31％の市町村が入団を認めていない状

況である。これらの市町村においては、早急にその入団を認めるよう検討すること。 

 
 
 



 

 

（２）公務員の消防団への加入の促進  

○ 消防団等充実強化法において、公務員の消防団への加入の促進を図る観点から、公務

員の消防団員との兼職及び職務専念義務の免除に係る特例規定が設けられ、平成26年６

月11日付け消防地第46号通知により、地方公務員が消防団により加入しやすい環境を作

るため、兼職及び職務専念義務の免除に関して柔軟かつ弾力的な取り扱いがなされるよ

う通知したところである。自団体の職員の更なる消防団への加入の促進を図ること。 

  なお、報酬等の取扱いについては、平成25年10月9日付け消防災第372号通知を参照さ

れたい。 
 

（３）大学生等の消防団への加入の促進 

○ 消防団に所属する大学生等に対する就職活動支援の一環として、就職活動時において

消防団活動が積極的に評価されるよう、平成26年11月28日付け消防地第153号通知にお

いて「学生消防団活動認証制度実施要綱（例）」を示し、取組を実施するよう要請して

いるところである。しかし、平成27年9月1日現在、約500の市町村が、大学等が管内に

所在するものの制度を導入する予定がない状況である。これらの市町村においては、早

急に同制度の導入を図ること。 

  また、事業者に対して、この取組を周知し、就職活動において消防団活動が積極的に

評価されるよう働きかけを行うこと。 

○ 消防団員の入団の要件として通学を認めている市町村は、平成27年4月1日現在で約

26％にとどまっている状況である。認めていない市町村においては、居住及び勤務に加

え、通学も入団の要件として認めるよう検討すること。 
 

（４）女性の消防団への加入の促進 

○ 女性消防団員の確保については、平成 25年 6月 28日付け消防災第 252号通知等によ

り、その促進を要請してきたところであるが、平成 27年 4月 1日現在で約 36％の消防

団において、女性消防団員が所属していない状況である。いまだに女性消防団員が所属

していない消防団においては、女性消防団員の入団について早急に取り組むとともに、

既に女性消防団員が所属している消防団においても、より一層の女性の入団促進等のた

め積極的に取り組むこと。 

○ 平成 26年 3月 28日付け消防災第 122号通知により、地方公共団体が地方財政措置（国

庫補助金・地方債）を活用して地域防災拠点施設や消防団拠点施設を整備するに当たり、

標準的に備えることが必要な施設・機能（男女別の更衣室・トイレ等）を示していると

ころである。これらの事業の実施をはじめとして女性団員が活動しやすくなるための環

境整備に取り組むこと。 



 

 

 
（５）シニア世代の消防団への加入の促進 

○ 平成 17 年１月 26 日付け消防消第 18 号通知により、入団の要件として年齢を限定し

ないよう要請したところであるが、消防団員の定年年齢を 40歳代までに限定するなど、

定年年齢が極端に低い市町村もある。高齢化が進展している社会情勢に鑑み、定年年齢

の引上げ等について検討すること。また、退職消防職団員については、自主防災組織の

リーダー・構成員、少年消防クラブの指導者等としての活動や大規模災害時に限定して

活動する機能別分団の創設等、退職消防職団員が活動しやすい環境づくりに取り組むこ

と。 
 

（６）機能別団員・機能別分団制度の活用 

○ 地域住民が参加しやすい環境を作るために、平成 17 年 1 月 26 日付け消防消第 18 号

通知により、機能別団員制度（機能別分団制度を含む。）が創設されたところであるが、

平成 27年 4月 1日現在、機能別団員は 14,196名となっている。 

最終答申では、消防団にとって基本団員が重要であり、その十分な確保を目指す必要

があるとされ、続けて、その一方で大規模災害対応でのマンパワーの確保等のため、機

能別団員制度について改めて評価すべきとされている。この答申を踏まえて、地域の実

情等に応じて活用について検討すること。 
      

（７）消防団員の処遇の改善 

○ 消防団は災害時に地域で即時に対応し、厳しい状況の中で災害対応に当たることに鑑

み、消防団等充実強化法第 13 条において、国及び地方公共団体は、活動の実態に応じ

た適切な報酬等の支給がなされるよう必要な措置を講ずるものとされている。多くの市

町村において、地方交付税単価（年額報酬 36,500円、1回当たり出動手当 7,000円）よ

りも実際の単価が低い状況であり、特に、年額報酬の低い市町村においては、地方交付

税単価を踏まえ、報酬の引上げを行うこと。 

○ 消防団の適正な活動を図るためには、日頃、団員の健康の維持管理に十分配慮し、事

故防止に万全を期する必要がある。そのため、活動時の安全確保はもとより、消防団員

に対する健康診断等についても適切に取り組むこと。 

 

（８）消防団の装備の改善 

○ 各市町村において装備の充実に向けた取組が進められつつあるが、地方交付税措置額

に照らしてなお十分でない状況である。消防団の装備が集中的・計画的に配備されるよ



 

 

う、消防団の装備の基準の改正（平成 26 年 2月 7日）に併せて地方交付税措置が大幅

に拡充されたことを踏まえて、平成 28 年度予算においても必要な予算措置を行うこと。 

 
３ 広報啓発活動等の充実 

○ 消防団への加入の促進にあたっては、広く地域における消防団活動に対する理解を促

進することが重要であり、住民に向けた幅広い広報啓発活動の更なる取組を行うこと。

また、現在、最終答申にもある「消防団応援の店」など様々な取組が行われているが、

消防団活動を行うことによる誇りやメリットを実感できる取組についても検討するこ

と。 
○ 地域防災力の充実強化については、各界各層の理解が必要であり、各種の機会をとら

えて、消防団等充実強化法の趣旨を徹底するための広報など幅広い PR 活動等に取り組

むこと。 
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１．消防団員数の推移 
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２．消防団協力事業所表示制度 

調査対象：１，７１９市町村      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．在勤者の入団を認めている市町村の割合（平成２７年９月１日現在） 

 

  

 

※東京都特別区は１団体として計上 

※東京都特別区は１団体として計上 



 

 

４．学生団員数の推移 

 

５．女性消防団員数の推移 

 

６．女性消防団員がいる消防団数等の推移 
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 ７．消防団装備の全国配備数 

 


